
第４回 三島市・裾野市・熱海市・長泉町・函南町 

ごみ処理広域化検討協議会 
 

日時：令和 7年 10 月 3 日(金) 

午前 10 時から 

場所： 三島市役所本館 3階第 1会議室 

 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 協議事項 

（１）広域一般廃棄物処理施設建設候補地 評価項目及び評価基準  資料１ 

                             資料２ 

 

（２）建設候補地公募期間の延長について             資料３ 

                                資料４ 

 

 

３ その他 

 

 

 

４ 閉 会 
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第２次評価について（案） 

 

【概要】 

・ 第２次評価では、評価の結果をわかりやすく定量的に示すため、重要度を勘案 （重み付け）

した配点に基づき点数化し、候補地を比較評価する（点数評価）。 

・ 併せて、地域の合意形成に関する評価など、点数評価だけでは的確な判断が困難な事項は、

点数評価を補完することを目的に、記述式の調書（別添様式）を作成する。 

・ 選定委員会は、点数評価の結果及び調書を取りまとめ、「広域一般廃棄物処理施設建設候補

地評価結果報告書」として、第２次評価の結果をごみ処理広域化検討協議会に提出する。 

 

１ 配点の考え方及び採点方法 

（１）評価方式 

評価方式として、先行事例も考慮しつつ、以下の 2方式を検討した。 

① 積み上げ方式 

小項目ごとの点数を加えて合計点を算出する方式であり、小項目の項目数が多い大項

目に重み付けされる傾向がある。 

② 平準化方式（大項目間） 

積み上げ方式による集計後、あらかじめ重み付けにより設定した大項目配点内の比率

で再計算する。小項目数に左右されない採点が可能となる。 

本件の評価では、下記 （２）において大項目で重み付けの検討を行うことから、小項目

の数に左右されず、大項目の重み付けを表現することができる「②平準化方式」の手法

を採用する。 

 

（２）大項目の重み付け 

大項目 1から 6は、いずれも重要な観点であり、第２次評価の評価項目とした。 

その上で、3市 2町において、建設候補地選定で重視する項目を社会情勢、各市町の重

点課題、事業の実現性等を基に検討し、次のとおり大項目の重み付けを行い、配点した。 

なお、市民・町民へのわかりやすさから、100 点満点で配点した。 

大項目 観 点 配点 

1.土地利用の制限 法律等によって規制、指定された区域等を含む場合

は、指定の解除や対策の検討が必要であり、事業実現

性に影響することから、規制等の状況を確認する。 

10 

2.生活環境の保全 処理施設周辺の生活環境への影響については、候補

地決定後の環境影響評価で実施するものであるが、候

補地検討段階として、住居や病院 ・学校等との距離や

廃棄物運搬車両の通行が与える影響を検討する。 

10 

3.自然環境の保全 貴重な動植物の生息環境への影響に関して、施設側

での対応が困難と考えられて制約を受けた事例があ

ることを踏まえ、候補地検討段階において、国や県等

による既存の調査結果を確認する。 

10 

資料１ 
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4.防災 昨今、頻発化する大規模自然災害に備え、災害発生

時における生活ごみの処理の継続、早期復旧、復興に

向けた災害廃棄物処理の観点から、アクセスルートを

含めた処理施設の立地条件を検討する。 

20 

5.地域の合意形成

の状況 

施設建設に対する地域住民の理解と協力は、事業の

成否を決定づける要素となりうるため、自治組織等へ

の意向確認の状況等を確認する。 

25 

6.経済性 財政負担は各市町において共通の重要課題であり、

市町の政策全般に及ぼす影響が大きいため、事業に要

する費用を相対的に検討する。 

25 

合計  100 

 

（３）小項目の配点 

小項目の配点は、◎を 5点、○を3点、△を 1点、×を 0点※1とし、5点満点を基本と

して採点する。 

ただし、以下の項目は、次の理由から、重要な小項目として配点を 2 倍又は 4 倍する。 

・ 「4-1-1 地形地質状況」：頻発化する自然災害への対応として処理の継続の観点か

ら重視するため。 

・ 「5-1-1 自治組織の意向確認状況」：建設候補地の選定にあたっては、自治会 ・町内

会をはじめ地元住民の方々の理解と協力が非常に重要であるため。 

・ 「6-1-1 用地取得費、造成費、道路整備費」：経済性の検討の中で、全体事業費に占

める割合が高い費用であるため。 

・ 「6-4-1 各市町からのごみの輸送距離」：広域一般廃棄物処理施設までの収集運搬

距離は、各市町の広域化への参加判断に重要な要素となるため。 

※1 ： 小項目の採点の結果、×がついた事項は、事業の実現性に重大な影響を及ぼすリ

スクとなりうるが、第２次評価では、候補地として不適合との結論を出すことはせ

ず、その評価結果をごみ処理広域化検討協議会に報告する。その上で、ごみ処理広域

化検討協議会での候補地選定協議において、当該事項は十分に考慮するものとする。 

 

（４）採点方法 

上記 （１）②のとおり、大項目の採点は、 「大項目配点(A)×小項目採点(C)／小項目配

点(B)」とする。（小数点以下第二位を四捨五入。） 

大項目採点の合計点を、各候補地の点数評価の点数とする。 

【採点例】 

資料５の採点例は、次のとおり計算したものである。 

・ 大項目「1.土地利用の制限」の採点 

大項目配点 10 点×小項目採点 23点÷小項目配点 25 点＝9.2 点 

・ 大項目 2～6も同様に計算し、大項目採点の合計点を計算する。 

9.2＋8.7＋10.0＋18.4＋9.0＋19.4＝74.7 点 

・ 大項目採点の合計 74.7 点を点数評価の点数とする。 
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２ 調書の作成について 

（１）地域の合意形成の状況 

大項目の 「5.地域の合意形成の状況」について、点数評価を補完することを目的に、記

述式の調書（別添様式）を作成する。 

〇 作成方法 

候補地が所在する市や町が、自治組織との意見交換を行い、地元住民の合意形成の状

況について客観的な事実を記述する。 

〇 記述の観点 

応募や公有地等抽出に当たっての住民への周知方法や状況、合意形成の状況（総会又

は役員会での議決や同意の状況）、反対する意見の存在など。 

〇 記述の対象とする自治組織の範囲 

候補地が所在する自治組織は必須とし、隣接する自治組織や収集運搬ルートを含めて

どこまでを範囲とするかは地域の事情やつながり等の関連性を考慮する。これらの関連

性は、地域ごとに異なることから、一律に設定せず、候補地が所在する市や町が、自治

組織と協議を行いながら候補地ごとに検討する。 

なお、候補地がどの自治組織にも属していない場所である場合には、候補地が所在す

る市や町において、事業の実現性を確保する観点から、地域の合意形成が必要と考えら

れる周辺の自治組織の範囲について、慎重に検討・判断する。 

 

（２）その他 

加点的要素や留意すべき事項として、次の項目についても調書に記述する。 

①余熱利用の可能性 

(熱利用施設活用の可能

性) 

熱利用は発電に比べてエネルギー回収率が高い手段で

あり、熱利用施設を有効に活用することは温暖化対策に

有効である。そこで、近隣のエネルギー需要施設の存在等

の状況を確認する。 

②敷地面積 

（敷地の汎用性） 

 敷地面積に余裕があれば施設配置が柔軟になり、メン

テナンス性も向上する。また、熱利用施設や CO2 回収施設

の整備等の選択肢が増える。そこで、敷地面積等をもとに

敷地の汎用性について検討する。 

③大規模な切土の可能性 

（残土処分費への影響） 

 近年の残土処分費の高騰を踏まえ、土地の形状や傾斜

を基に、大規模な切土を行う可能性について検討する。 

④その他 ①～③のほか、付記すべき留意事項があれば記述する 



【様式】 
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建設候補地評価に係る調書 
 

     市（町）       土地の所在・地番：          ほか 

１ 地域の合意形成の状況 

（記載例） 

・候補地が所在するＡ自治会において、応募者の主催による、すべての住民を対象とする

説明会を、これまで２回開催した。 

▶第 1 回 

開催日：〇月〇日（〇） 出席者数：〇名、主な出席者：自治会長など役員〇名 

議事録は別添のとおり。＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿といった意見があった。 

▶第 2 回 

開催日：〇月〇日（〇） 出席者数：〇名、主な出席者：自治会長など役員〇名 

議事録は別添のとおり。＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿といった意見があった。 

 

・Ｘ市Ｙ課がＡ自治会の役員と意見交換を行った。 

▶開催日：〇月〇日（〇） 主な出席者：自治会長など役員〇名 

▶意見交換の議事録は別添のとおり。＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、隣接するＢ自治会の意

向も確認する必要がある、といった意見があった。 

 

・隣接するＢ自治会について、Ｘ市Ｙ課が、役員との意見交換を行った。 

▶開催日：〇月〇日（〇） 主な出席者：自治会長など役員〇名 

▶意見交換の議事録は別添のとおり。＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿といった意見があった。 

 

２ その他 

①余熱利用の可能性(熱利用施設活用の可能性) 

候補地の東側約 100ｍに位置する運動公園内に温水プールがあり、化石燃料を用いて加

温している。 

②敷地面積(敷地の汎用性) 

敷地面積が約 3.3 ヘクタールあり、エネルギー回収推進施設に加え、マテリアルリサイ

クル推進施設を別棟で設置できる可能性あり。 

③残土処分費 

敷地全体としては傾斜地も含むが、現状でほぼ傾斜のない状態で確保されている。多額

の建設発生土処分費が発生する可能性は低いと考えられる。 

 



各大項目の採点は、(A)×(C)/(B)とし、小数点以下第二位を四捨五入する。大項目採点の合計点を各候補地の点数評価の点数とする。

斜線は採点例

設定理由
配点
(B)

点数
採点
(C)

1.土地利用の制限
1-1 土地利用規制

1-1-1 山地災害危険地区

法律に基づく指定ではなく規制
はないが、県が山腹崩壊、地す
べり及び崩壊土砂の流出などに
より、官公署、学校、病院、道
路等の公共施設や人家等に直接
被害を与えるおそれのある地区
で、地形地質特性からみてその
崩壊危険度が一定基準以上の地
区を調査把握したものであり、
考慮する必要がある。

◎：周辺に山地災害危険地区がない。
○：周辺に山地災害危険地区があるが、影響を
回避して施設配置することが可能。
△：周辺に山地災害危険地区があり影響が懸念
される。

5
◎：5
○：3
△：1

3
・静岡県GIS情報「山地災害危険地
区マップ」により確認

1-1-2 保安林（森林法）

保安林は、水源のかん養等の目
的達成のために指定されてお
り、解除に当たってはその理由
が消滅することを示し、農林水
産大臣又は県知事に申請を行っ
て認められる必要があるため。

◎：保安林を含まない。
△：保安林を含む。

5
◎：5
△：1

5
環境アセスメントデータベース
（EADAS）の保安林（国有林、民有
林）により確認

1-1-3 土砂災害防止法

土砂災害による被害を防止・軽
減するため、危険の周知、警戒
避難体制の整備を行う区域であ
り、施設整備によって現状の体
制に支障をきたす可能性が考え
られるため。

◎：土砂災害警戒区域を含まない。又は土砂災
害警戒区域を含むが、施設整備によって現状の
体制に支障をきたす恐れはない。
△：土砂災害警戒区域を含んでおり、施設整備
によって現状の体制に支障をきたす恐れがあ
る。

5
◎：5
△：1

5
静岡県GIS情報「土砂災害情報マッ
プ」により確認

1-1-4
農用地区域
（農業振興地域の整
備に関する法律）

農用地（青地）に指定されてい
る土地は農振除外が必要となる
ため。

◎：農業振興地域内の農用地区域（青地）に該
当しない。
△：農業振興地域内の農用地区域（青地）に該
当する。

5
◎：5
△：1

5
各市町農業振興地域整備計画書土地
利用計画図により確認

1-1-5
河川保全区域
（河川法）

堤防や護岸など洪水・高潮等の
災害を防止するための施設や河
岸を守るために、一定の制限を
設けている区域であり、施設整
備においても許可及び対応が必
要となるため。

◎：河川保全区域を含まない。
△：河川保全区域を含む。

5
◎：5
△：1

5

・国管理河川（狩野川）及び県管理
河川（沼津及び熱海土木事務所管
内）に河川保全区域は設定されてい
ない。
・市町管理河川は市町の河川台帳で
確認

小計 25 23 9.2

評価項目及び評価基準（案）

備考
大項目・中項目 小項目

10

大項目採
点

(A)×
(C)/(B)

評価項目

評価基準
大項目
配点
(A)

小項目

資料２

1



斜線は採点例

設定理由
配点
(B)

点数
採点
(C)

2.生活環境の保全（環境影響評価項目のうち、候補地検討段階を考慮した項目）
2-1 騒音、振動

2-1-1

騒音規制法等に基づ
く規制基準において
特に配慮を要する施
設（学校、保育所、
病院等）との距離

静穏を要する施設及び地区とは
離隔を確保することが好ましい
ため。

◎：保全対象施設が100ｍ圏内に存在しない。
○：保全対象施設が50ｍ～100ｍ圏内に存在す
る。
△：保全対象施設が50ｍ圏内に存在する。

5
◎：5
○：3
△：1

5

距離の目安は、静岡県生活環境の保
全等に関する条例に基づく特定工場
等の騒音・振動基準の備考欄
（50m）及び「廃棄物処理施設生活
環境影響調査指針」に基づく騒音・
振動の調査対象地域（概ね100m）

2-1-2 住居・集落との距離
生活環境の保全上、施設との一
定の離隔を確保する配慮が求め
られるため。

◎：直近住居・集落が100ｍ圏内に存在しな
い。
○：直近住居・集落が50ｍ～100ｍ圏内に存在
する。
△：直近住居・集落が50ｍ圏内に存在する。

5
◎：5
○：3
△：1

5
距離の目安は、騒音・振動の影響範
囲を念頭に、上記2-1-1と同じとし
た

2-2 車両影響

2-2-1
排ガス、騒音、振
動、悪臭、安全

収集運搬車両が集中することに
よる影響を受ける住民は少ない
ほうが好ましいため。

◎：候補地近傍のアクセス道路が混雑度の少な
い幹線道路である。
○：候補地近傍のアクセス道路が混雑度の多い
幹線道路である。
△：候補地近傍のアクセス道路が生活道路であ
る。

5
◎：5
○：3
△：1

3
国土交通省「令和3年度道路交通セ
ンサス」及び各市町の既存の市道
（町道）交通量調査により確認

小計 15 13 8.7

3.自然環境の保全（候補地検討段階において実施可能な調査を考慮した項目）
3-1 貴重な動植物の保

護（現地踏査を実
施）

3-1-1
植生自然度の高い群
落の有無

◎：植生自然度9以上（自然植生）に該当しな
い。
○：植生自然度9以上（自然植生）を含む（面
積の半分未満）。
△：大半が植生自然度9以上（自然植生）（面
積の半分以上）。

5
◎：5
○：3
△：1

5

・植生自然度9（自然林）及び10
（自然草原）は、自然植生（伐採や
植林などの人の手が加えられていな
い植生）
・自然環境調査Web-GISより確認

3-1-2 巨樹・巨木の存在

◎：環境省自然環境保全基礎調査による巨樹・
巨木が存在しない。
○：環境省自然環境保全基礎調査による巨樹・
巨木が存在するが、回避して施設配置すること
が可能。
△：環境省自然環境保全基礎調査による巨樹・
巨木が存在し、施設配置上、回避できない。

5
◎：5
○：3
△：1

5
環境省ウェブサイト「巨樹・巨木林
データベース」により確認

3-1-3 希少生物の存在

◎：静岡県指定希少野生動植物の生息位置を含
まない。
△：静岡県指定希少野生動植物の生息位置を含
む。

5
◎：5
△：1

5
静岡県くらし・環境部環境局自然保
護課に照会

小計 15 15 10.0

自然環境保全の観点から、希少
生物等の生息情報が得られてい
る箇所に配慮が必要であるた
め。

10

評価項目

評価基準
大項目
配点
(A)

小項目 大項目採
点

(A)×
(C)/(B)大項目・中項目 小項目

10

備考

2



斜線は採点例

設定理由
配点
(B)

点数
採点
(C)

4.防災
4-1 候補地の災害リス

ク

4-1-1

地形地質条件

※4-1-2液状化想
定、4-1-3浸水想定
レベル以外の観点に
よるリスク

地形地質条件により災害時の施
設の継続稼働に与えるリスクが
異なるため。

◎：施設の継続稼働に影響を与えるリスクが少
ない。
○：地形地質条件に懸念があるが、対策工事に
より、リスクを低減できる。
×：施設の継続稼働に影響を与えるリスクがあ
る。

10
◎：10
○：6
×：0

10

地質図、地すべり分布図、地質地盤
情報データベース、活断層分布図、
現地踏査（近傍からの目視確認が中
心）等により確認

4-1-2 液状化想定
液状化により施設の運転が継続
困難となる可能性が考えられる
ため。

◎：液状化が生じる可能性が小（PL値<5）
○：液状化が生じる可能性が中（5＜PL≦15）
△：液状化が生じる可能性が高（PL＞15）

5
◎：5
○：3
△：1

5
静岡県GIS情報「第4次地震被害想定
（液状化）」により確認

4-1-3 浸水想定レベル
浸水想定レベルに応じて施設の
水害へ備えが異なり、災害時の
処理継続にも影響するため。

ハザードマップにおける最大浸水深
◎：0.5 m 未満のエリアに該当する。
○：0.5～3.0 m 未満のエリアに該当する。
△：3.0 m以上のエリアに該当する。

5
◎：5
○：3
△：1

5
各市町洪水ハザードマップにより確
認

4-2 運搬ルートの災害
リスク

4-2-1
運搬ルートの災害リ
スク

運搬ルートとなる道路につい
て、自然災害による通行止めの
リスクが想定される場合、ごみ
処理の継続性に影響するため。

◎：災害による通行止めのリスクが少ない。
○：災害による通行止めのリスクは想定される
が、迂回路があり、遠方にならない。
△：災害による通行止めのリスクがある。

5
◎：5
○：3
△：1

3
静岡県GIS情報及び各市町のハザー
ドマップ、災害履歴等により確認

小計 25 23 18.4

5.地域の合意形成の状況
5-1 用地取得の実現性

5-1-1
自治組織の意向確認
状況

地域の理解がより得られる事業
推進を目指すため。

◎：自治組織への意向確認を実施済み（総会に
よる議決済み）又は候補地がどの自治組織にも
属していない。
○：自治組織への意向確認を実施済み（役員会
や一部の議決によるもの）。
△：自治組織への意向確認は実施していない
（説明会や文書等による周知のみ）
×：自治組織への意向確認を実施していない
（周知を行っていない。）

※本項目における自治組織の範囲は、候補地が
所在する自治組織とする。

20

◎：20
○：12
△：4
×：0

4

「公募要項様式３」、「公有地等抽
出地様式３」、候補地所在自治体に
よる自治組織との意見交換、自治組
織の総会会議録等により確認

5-1-2
土地所有者以外の権
利者の存在

借地権、耕作権、抵当権など、
土地所有者以外の権利者がいる
場合には個別に協議を行う必要
があるため。

◎：土地所有者以外の権利者はいない。
○：土地所有者以外の権利者が平均以下存在す
る。
△：土地所有者以外の権利者が平均より多く存
在する。

5
◎：5
○：3
△：1

5
航空写真及び現地踏査（建築物、工
作物の存在）、登記簿、土地所有者
への聞き取り等により確認

小計 25 9 9.0

25

評価項目

評価基準
大項目
配点
(A)

小項目 大項目採
点

(A)×
(C)/(B)大項目・中項目 小項目

20

備考

3



斜線は採点例

設定理由
配点
(B)

点数
採点
(C)

6.経済性
6-1 施設整備費以外の

費用

6-1-1

用地取得費、造成
費、道路整備費（既
存2車線道路までの
整備費）

建設候補地ごとに必要となる用
地取得費、造成費、道路整備費
は異なり、事業費に影響するた
め。

用地取得費、造成費及び道路整備費の概算費用
を算出し、以下の算式に当てはめる。
　「配点10点×全候補地のうち最も安い候補地
の金額／当該候補地の金額」

10

（計算
式）
10点×
800百万
円
/1,100
百万円

7.3

・例）当該候補地の金額が11億円、
全候補地の最安値が8億円の場合
（計算式）
　　10点×800百万円/1,100百万円
・用地取得費は、(一財)資産評価シ
ステム研究センター「地価マップ」
を参照して算出
・造成費は、国税庁「静岡県 財産
評価基準書」を参照して算出
・道路整備費は、既存2車線道路ま
での整備費を概算で算出

6-2 インフラ条件

6-2-1 上水道の整備状況
上水道が近傍まで整備されてい
れば新たな整備が不要となるた
め。

◎：接続できる給水管がある。
○：接続できる給水管までの距離が全候補地の
平均以下。
△：接続可能な給水管までの距離が全候補地の
平均より長い。

5
◎：5
○：3
△：1

3 各市町の水道台帳から確認

6-2-2 下水道の整備状況
排水先として下水道が選択でき
ればエネルギー回収効率向上が
見込めるため。

◎：公共下水道整備計画区域内であり、かつ下
水道管が近傍まできており接続が可能。
○：下水道整備計画区域内であるが、下水道管
が近傍に無く接続のためには下水道工事の検討
が必要。
△：下水道整備計画区域外

5
◎：5
○：3
△：1

5
各市町の公共下水道整備計画図及び
下水道台帳から確認

6-2-3
変電所、特別高圧線
からの距離

変電所、特別高圧線の有無に
よってそれらの設置費用が発生
する可能性が異なるため。

◎：変電所又は特別高圧線が隣接している。
○：変電所又は特別高圧線との距離が全候補地
の平均距離以下。
△：変電所又は特別高圧線との距離が全候補地
の平均距離より長い。

5
◎：5
○：3
△：1

5

環境アセスメントデータベース
（EADAS）の系統マップ、東京電力
における系統連系に関する情報から
確認

6-3 広域の収集・運搬
の負荷

6-3-1
各市町からのごみの
輸送距離

収集運搬費用に影響するため。

各市町の人口重心点から候補地までの輸送距離
の合計を算出し、以下の算式に当てはめる。
　「配点10点×全候補地のうち最短の候補地の
距離／当該候補地の距離」

10

（計算
式）
10点×
70km/
120km

5.8

例）候補地Ａ…各市町人口重心点か
らの距離の合計　70㎞、候補地Ｂ…
同120kmの場合
候補地Ａは「10点×70/70km＝10
点」
候補地Ｂは「10点×70/120km＝5.8
点」
・令和2年度国勢調査により各市町
人口重心点の座標を確認。

6-3-2
中継施設の設置の可
能性

中継施設の設置により、事業費
に影響するため。

◎各市町の人口重心点からの想定輸送距離が
18kmを超えない。
○各市町の人口重心点からの想定輸送距離が
18kmを超える市町が１つある。
△各市町の人口重心点からの想定輸送距離が
18kmを超える市町が２つ以上ある。

5
◎：5
○：3
△：1

5

・令和2年度国勢調査により各市町
人口重心点の座標を確認。
・環境省資料において、「一般に、
輸送距離が18kmを超える場合に、中
継施設の導入を検討するとよい。」
とある。

小計 40 31.1 19.4

100 74.7大項目　合計

評価項目

評価基準
大項目
配点
(A)

小項目

大項目・中項目 小項目

25

大項目採
点

(A)×
(C)/(B)

備考

4



建設候補地公募期間の延長について 

 

１ 概要 

広域一般廃棄物処理施設建設候補地公募要項において、「令和 7 年 10 月 31 日ま

で」としている公募期間を、「令和 8年 3月 31 日まで」に延長する。 

これに伴い、並行して各市町が実施している「公有地等からの抽出」の作業につ

いても、引き続き実施する。 

 

２ 延長の理由 

・ 各市町において建設候補地の公募を行っているところであるが、現在のところ、

応募がない状況にあることから、期間を延長し、住民へのさらなる周知と積極

的な情報収集に努めるため。 

・ 各市町が行っている公有地等からの抽出について、さらにきめ細かい調査を行

うとともに、地域住民との調整のため丁寧に意見交換を行う時間を確保するた

め。 

 

３ 公募期間を延長することによる影響 

（１）全体整備スケジュールの見直し 

全体整備スケジュールの見直しを行い、令和 18 年度新施設稼働開始としてい

る現在の目標を、令和 19 年度とする。（資料４全体整備スケジュール参照） 

【来年度までのスケジュール】 

内 容 変更前 変更後 

公募・公有地等からの抽出 ～R7.10.31 ～R8.3.31 

第 3回 建設候補地選定委員会 

公募・公有地抽出の候補地の評価・検討 

R7.12.24 R8.5～6 月 

第 4回 建設候補地選定委員会 

 候補地評価・検討結果取りまとめ 

R8.2.5 R8.7～8 月 

ごみ処理広域化検討協議会 

 建設候補地の協議・選定 

R8.3.26 R8.8～9 月 

各市町において市民・町民説明会 R8 年度早期 R8.9～10 月 

広域化への参加意思表明 R8 年度早期 R8.10～11 月 

 

４ 広域一般廃棄物処理施設建設候補地公募要項の変更 

「３ 応募の要領（４）公募期間」の「令和７年７月 28 日～令和７年 10 月 31 日」

を「令和７年７月 28 日～令和８年３月 31 日」に変更する。 

資料３ 



ごみ処理広域化　全体整備スケジュール

青字：現状／ 赤字：公募を3月末とした場合

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

① 公募・公有地抽出

② 選定委員会(第3、4回)

③
広域化参加市町枠組み
決定

④
広域化参加市町による
基本合意書締結

⑤
組合設立or事務委託協
定

⑥
地域計画（交付金関
係）

⑦ 施設整備基本構想

⑧
施設整備基本計画・基
本設計

⑨ 環境影響評価

⑩ 事業者選定

⑪ 設計・建設

⑫ 竣工

R19R13 R14 R15 R16 R17 R18
R7 R8

R9 R10 R11 R12

●

●

●

●
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